
宮崎県市町村橋梁データベースシステム開発業務

企画提案競技実施要領

１ 業務の目的

各市町村では、点検結果を紙やエクセル等を用いた数値データで管理しており、地図情報や

図面、写真等の相互管理はなされていない状況である。今後、莫大に増えていく点検結果の情

報を適切に管理・更新し、今後効率的・効果的に維持管理を行うため、宮崎県市町村橋梁デー

タベースシステムの構築を行うものである。

構築に際しては、県内の統一的な基準、指針となる宮崎県市町村橋梁長寿命化修繕計画策定

指針に基づき、長寿命化修繕計画の策定ができる利活用機能を備えたシステムを構築すること

とする

２ 業務内容

宮崎県市町村橋梁データベースシステム開発

詳細は、別紙「宮崎県市町村橋梁データベースシステム開発業務仕様書」のとおり

３ 委託金額上限額

３０，０００千円以内（消費税及び地方消費税額を含む。）

工期内の運用・保守管理費を含み、工期外の運用・保守管理費は含まない。

４ 参加資格

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。

（２）県が発注する建設工事等の契約に係る入札契約参加者の資格等に関する要綱（平成２０

年宮崎県告示第３６９号）に基づく平成２８・２９年度の入札参加資格の認定を受けてい

る者で建設関連業の業種が土木関係建設コンサルタント業務であること、又は、物品の買

入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱（昭和４６年告示第９

３号）第２条に規定する入札参加資格を有する者又は契約までに取得見込の者で、業種が

サービス（電算業務）に関する業種の者であり、委託仕様書の内容を理解し、これを確実

に履行することができる者であること。

（３）会社更正法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立て、民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成1６年法

律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。

ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定

を受けている者は、申立てがなされていない者とみなす。

（４）企画書等の提出の日から委託候補者を選定するまでの間に、宮崎県からの受注業務に関

し、指名停止の措置を受けていないこと。

（５）役員等（個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又はその支店若しくは

営業所を代表する者をいう。）が暴力団関係者（宮崎県暴力団排除条例（平成２３年宮崎

県条例第１８号）第２条第４号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。）であると認

められる者又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められる者でないこと。

（６）平成１９年度以降、同等のシステムを開発し、導入された実績を有する者であること。



（７）昭和４６年宮崎県告示第９３号に規定する資格を有さない者で、企画提案競技への参加

を希望する者は、下記に問合せの上、平成２９年６月３０日（金）までに申請を行うこと。

申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先

宮崎県会計管理局物品調達課物品調達担当

宮崎市橘通東２丁目１０番１号（宮崎県庁１号館１階）

電話：０９８５（２６）７２０８

５ スケジュール

（１）実施公告 平成２９年６月２７日（火）

（２）企画提案参加申込期限 平成２９年７月 ６日（木）

（３）質問書受付期限 平成２９年７月１３日（木）

（４）企画書等提出期限 平成２９年７月２１日（金）

（５）プレゼンテーション 平成２９年７月２７日（木）

（６）審査結果通知 平成２９年７月３１日（月）

６ 参加申込の方法

（１）参加申込書の提出

企画提案競技に参加を希望する者は、参加申込書（様式第１号）及び代理人を選定した

場合は委任状（様式第２号）を平成２９年７月６日（木）午後５時まで（必着）に本要領

中「13 問い合わせ及び書類提出先」宛に郵送又は持参により提出すること。

（２）参加辞退

参加申込書の提出後に、以降の参加手続を辞退する場合は、辞退届（様式第３号）を平

成２９年７月２１日（金）（「企画提案書等提出期限」と同じ）までに郵送又は持参によ

り提出すること。ただし、企画提案書が提出期限までに提出されなかった場合は、辞退届

が提出されたものとみなす。

なお、辞退したことにより、今後の各種調達において不利になることはない。

７ 企画提案競技の方法

（１）提出資料 ※各社の提案は１社１案のみとする。

① 企画提案書（Ａ４版３０ページ以内で、正本１部、副本６部提出）

ア 企画提案書は審査基準書の項目に従い、分かりやすい表現で具体的に記述するこ

と。（メニュー画面、一覧画面、詳細画面等のデザインを含む。）

イ 委託仕様書に記載されていない独自の提案については、そのことが分かるように

タイトル等を工夫すること。

② 見積書（１部提出）

以下の内容を記載したものをそれぞれ１部提出すること。

ア 宮崎県市町村橋梁データベースシステムの構築に係る経費

イ 平成３０年度７月以降の運用・管理の年間経費（５ヵ年分）

※ イの積算においては、年額１５０万円（消費税込）以下とすること。

なお、サーバー保守費やデータセンター利用料は含まないものとする。

ウ 宮崎県サーバー総合基盤の利用が出来ない場合は、平成３０年度７月以降の想定



されるサーバー保守費及びデータセンター利用料（５ヵ年分）

※ いずれも必要経費の積算内訳がわかるものとすること。

③ その他の書類

次のア～エの書類をそれぞれ１部提出すること。

ア 受託体制を示した資料

本業務に携わる技術者等の体制及び従事者数が分かるようにすること。

イ 業務スケジュール

想定している業務スケジュールを分かりやすく示すこと。

ウ 類似業務に関する主な受託実績

実績ごとに委託者名、業務概要、受託期間を明記すること。

エ その他

その他会社概要や本業務の実施に関して参考となる資料があれば、提出すること

（パンフレット、リーフレットを添付する場合は、７部提出すること。）

（２）提出方法

平成２９年７月２１日（金）１７時まで（必着）

※本要領中「13 問い合わせ及び書類提出先」に郵送又は持参で提出すること。

（提出された企画提案書等は、提出後内容を変更できません。）

８ 企画提案競技に係る質問

本企画提案競技について質問がある場合は、「宮崎県市町村橋梁データベースシステム構築

業務委託企画提案競技質問票（様式第４号）」を平成２９年７月１２日（水）１７時までに本

要領中「13 問い合わせ及び書類提出先」宛にＦＡＸ又は電子メールで提出すること。

質問への回答は、原則として３日以内（県の閉庁日は除く。）に質問者へ電子メールで送付

することとする。

なお、質問の内容によっては、参加申込書を提出した全員に対して、質問及び回答を電子メ

ールで送付することがある。

９ 審査及び委託先の決定方法

提出された企画提案について、審査（プレゼンテーション）を次のとおり行い、最も優れた

提案を選定する。

（１）審査

① 審査委員会

企画提案の審査は、審査委員会において審査する。

② 審査手順

ア 審査

プレゼンテーションを実施し、最も優れた提案を選定する。

※ 審査は、プレゼンテーション２０分、質疑応答１０分（予定）とする。

※ プレゼンテーションの日程については、平成２９年７月２７日（木）を予定し

ているが、場所や時間帯を含め、提案者には改めて連絡するものとする。

③ 審査基準

別紙「審査基準書」のとおり。



（２）選定結果の通知

選定結果については、採択・不採択に関わらず通知する。

（３）契約の締結等

上記（１）②の審査手順により選定された最も優れた提案を行った提案者を契約締結候

補者として、委託業務に関して必要な協議を行う（その際、企画提案書の内容は、協議の

上、変更する場合がある。）ものとし、協議が合意に至った場合は、本委託業務の契約の

手続を行う。

なお、候補者との間での協議が合意に至らなかった場合は、次に順位の高い提案者を候

補者として必要な協議を行う。

１０ 提案者が１者又はいない場合の取扱い

（１）提案者が１者の場合

プレゼンテーションを実施し、審査委員会において業務の円滑な遂行が可能であると判

断した場合には、本委託業務の契約の手続きを行うものとする。

（２）提案者がいない場合

ホームページでその旨を公表する。

１１ 著作権

成果品に係る権利は、（公財）宮崎建設技術推進機構に帰属するものとする。

ただし、疑義が生じた場合は、その都度、協議することとする。

１２ その他留意事項

（１）本企画提案競技及び本業務委託を通じて、著作権法令等の法令を遵守すること。

（２）企画提案に要する一切の費用は、本企画提案に参加するものの負担とする。

（３）提出された企画提案書等は返却しない。

（４）提出された企画提案書等は、提案者に無断で企画提案競技以外の目的に使用しない。

（５）応募者が、次のいずれかに該当する場合は失格とする。

① 参加申込書等を提出した以降契約締結までに、本要領中「４ 参加資格」に定める要件

のひとつでも満たさなくなった場合、又は満たしていないことが判明した場合

② 提出期限内に企画提案書の提出がされなかった場合

③ 提出書類に虚偽の記載をした場合

④ 審査の公平性に影響を与える行為を行った場合

１３ 問い合わせ及び書類提出先

〒８８０－０８０３

宮崎市旭１丁目２番２号 企業局庁舎５階

（公財）宮崎県建設技術推進機構 土木課 支援担当 井上、成田

ＴＥＬ：０９８５（２０）１８３０

ＦＡＸ：０９８５（２０）１８５０

Ｅ-ｍａｉｌ：mks-17@mk-suishin.or.jp、mks-23@mk-suishin.or.jp


